
　解体業者での不適正保管における中古車か使用済自動車かの判断フロー

報告なし 報告あり

書類あり 書類なし

※３

　　　　　

※１　2段、3段に積まれていないか、長期間保管していないかなど中古車として販売できると考えられる状態で保管しているかどうか　

※３　登録識別情報等通知書等、一時抹消登録済であることが分かる書面がないと中古新規登録が容易にできないため、使用済自動車として指導

登録識別情報等通知書等を確認※２ 使用済自動車と判断

車台番号から移動報告を確認

保管状況を確認※１

※２　登録識別情報等通知書等、一時抹消登録済であることが分かる書面またはナンバープレートと車検証（共に原証）

三重県生活環境の保全に関する条例
に基づく自動車廃物認定基準、保管

状況等から総合的に判断

中古車と判断 使用済自動車として指導


